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組織的安全マネジメント ケーススタディ 国土交通省 国土交通政策研究所 

No.036  飛鳥交通第三㈱  【輸送モード：ハイタク】 

「ルールを守ろう。守る。守らせる。の考えで、その徹底と、会社と乗務員との絆が事故を減ら

す。」 

１．概要 

企業情報 

所在地 東京都世田谷区粕谷 1-11-3 創立 1956 年 
年 商 21 億円 人員数 442 名  資本金 5,000 万円 
拠点数 本社、八王子、小金井 車両等 タクシー165 台 

事業内容 タクシー（グループ会社として、民間整備工場、自動車教習所、LPG スタンド、

特殊車両の特装会社を有している） 
輸送品目 一般（タクシーによる輸送） 
取引先 主に一般利用者、東京無線協同組合契約先 

 

組織的安全マネジメントの特長 

法令遵守のルールを守らせるため、経営の柱を「ルールを守る、守らせる」とし、その上で

会社と乗務員との間に信頼関係を構築して事故削減に取り組んでいる。 
営業所全職員が参加する運輸安全マネジメント会議を毎週開催し、都度、必ず会議での資料

を、眼と耳で従業員に認識させている。 
グループ会社全体の事故状況を把握するため、本部で集約し、必要に応じて各営業所に「事

故報告」が配信される仕組みを構築している。 
 
調査者所見 

 設立以来、他社からの営業譲渡、吸収合併により成長してきたこともあり、安全に対する

意識・文化が営業所ごとに異なる。その中で会社と乗務員とのなれ合いを防ぐ目的で営業所

長を比較的短期間で異動させる等の工夫を図っている。 
「ルールを守る、守らせる」という方針で長年安全に取り組んでいる。 
安全の実現のためには、人間関係の作り方が重要として考え、全乗務員へのカウンセリン

グを頻繁に実施することや、家庭訪問等を含め、「きずな」を重視したコミュニケーション

を基に、人間関係を重視する経営に取り組もうとしてる。 
 またグループとして運輸安全マネジメントに取り組んでおり、事故については、営業所内

のみに留まらせるのではなく、グループ全体として共有できる仕組みを構築している。 
 
調査情報 

調査日 2009 年 12 月 16 日 訪問先 本社 
対応者 専務取締役、所長、課長、他グループ会社所長２名 
（注）企業情報等の内容は調査日を基準日とした内容である
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組織的安全マネジメント ケーススタディ 国土交通省 国土交通政策研究所 

２．会社の概要、創業からの成長経過 

昭和 24 年にウカワ自動車交通㈱を設立、昭和 30 年に先代社長が「東京の王様」の略

称をとり、京王交通㈱に社名変更した。その後、他事業者からの営業譲渡や吸収合併に

より規模を拡大し、グループとして事業拡大を続けてきた。昭和 40 年代からは、東京に

隣接する神奈川、千葉、埼玉の３県を加えた首都圏全域に営業区域を拡張し、各地域の

利用客に公共の交通機関として、質の高いタクシーサービスを届けるよう努めてきた。 

現在、運輸事業者として安全に取り組むことを決意し、トップのコミットメントとし

て、「ルールを守る、守らせる」事を徹底している。 

事業の拡大を通じて社会的責任が拡大する中で、グリーン経営への業界に先駆けての

取り組みや、グループとして社会福祉へ取り組む姿勢として社会福祉財団を設立するな

ど、効率や効果だけではなく、環境の変化に対応し、地域社会に貢献できる事業を目指

している。 

 

３．トップの考え方 
若くして事業を継承した現社長は、継承当初より、「ルールを守る、守らせる」ことか

らスタートした。事業展開については、外国への留学経験等を踏まえ、タクシー事業を

営むためには、一定の規模が必要と考え、苦境にあった他のタクシー事業者からの営業

譲渡や吸収合併により、グループとして事業規模を拡大してきた。安全面については、

各グループ会社単独で取り組むのではなくグループ全体で取り組むべきと判断し、平成

18 年 10 月、飛鳥交通グループとして運輸安全マネジメントへの取り組みについて宣言し

た。 

【輸送の安全に関する基本方針】 

輸送の安全の確保が当グループの事業運営の根幹であることを深く認識し、グループ

内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たします。また、現場における安全に

関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、従業員に対し輸送の

安全の確保が最も重要であるという意識を徹底します。 

以上を実行に移すため、次による「輸送安全に関する基本方針」を事業場に掲げ、全

従業員の意識の高揚を図ります。  

１.「輸送の安全確保は我社の根幹」 

２.「安全輸送でサービス向上」 

３.「安全の上に築く会社と全従業員の繁栄」 

・輸送の安全に関する交通事故削減計画の策定（Plan）、その実行（Do）、実行内容の

チェック（Check）、不備がある場合には改善（Act）を行い、安全対策を不断に見直し、

全従業員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全の向上に努めま

す。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表します。 

 

□安全に対する取り組みはＨＰに記載。  http://www.aska-web.co.jp/safety/index.html 
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組織的安全マネジメント ケーススタディ 国土交通省 国土交通政策研究所 

４．組織的安全マネジメントへの取り組み 
Ａ）トップのコミットメントと行動 

ポイント CL 区分※

◆法令遵守のルールを守らせるため、経営の柱を「ルールを守る、守らせる」

としている。 
Ａ１、Ｂ１

Ｄ１ 
◆会社と乗務員との間に信頼関係が築かれなければ安全は確保できないと考

え、管理職の身だしなみの徹底、乗務員カウンセリングの実施等を行ってい

る。 

Ａ１、Ｂ１

Ｂ５、Ｄ６

◆永年無事故表彰については、規程を設けて実施している。 Ａ３、Ｂ２

Ｂ３ 
※CL 項目とは、組織的安全マネジメントチェックリストの項目である。項目の内容につい

ては、後掲「７．組織的安全マネジメント チェックリスト項目（案）」参照。 
 
【安全に対する考え方について】 

・飛鳥交通グループの現社長は、先代が早くに亡くなったこともあり、30 代で就任した。

当時は、東京に２営業所、横浜に１営業所の３営業所のみであったが、まずは基本的な

ルールを守らせるため、経営の柱を「ルールを守る、守らせる」とした。 

・法令遵守の文化は、現社長から構築されている。 

・会社と乗務員との間の「きずな」を重視し、信頼関係が築かれなければ安全は確保でき

ないと考えている。 

・信頼関係構築の一つとして、管理職が服装等の身だしなみを徹底した上で、乗務員へ指

導するようにしている。上に立つ者が正しく、規律を持っていなければ、下の者にいく

ら指導しても根付かない。 

・グループ会社の方針として、１人当たり年４回を目標にカウンセリングを実施させてい

る。カウンセリングを開始したのも、乗務員との信頼関係を強固に築くためである。 

・その他、乗務員の休暇が長期に渡る際は家庭訪問を行い、メンタル面でのケアを行って

いる。 

 
【賞罰制度について】 

・賞罰制度については、無事故手当及び永年無事故乗務員表彰を実施している。 

・無事故手当は８千円／月である。事故を惹起した場合、翌月の手当はカットされる。 

・永年無事故表彰については規程を設け、乗務員の運転技術の向上と安全意識の高揚を図

っている。具体的な表彰対象基準は次のとおりである。 

①表彰の対象となる期間（評定期間）において道路運送法並びに道路交通法等の法令

を遵守し、無事故・無違反で勤務成績が良好である者（無事故・無違反とは、公私

にかかわらず交通違反がなく、過失事故のない場合をいう） 
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組織的安全マネジメント ケーススタディ 国土交通省 国土交通政策研究所 

②表彰の対象者は、評定期間中、以下の基準乗務数を乗務した者とする（公出勤務数

も含める） 

  ア）常 勤  隔日勤務者 130 乗務以上 

 日勤勤務者 237 乗務以上 

  イ）定時制  隔日勤務者  86 乗務以上 

  日勤勤務者 172 乗務以上 

③期間は、前年 10 月１日より当年９月 30 日を１年とし、１年、３年、５年、10 年（以

降５年間隔）。 

④表彰を受けた後、事故・違反があった場合、評定期間３年から再表彰の対象とする。 

⑤その他、休職、無届欠勤、懲戒処分、事故に関する報告を怠った場合等については、

表彰の対象としない。 

 
Ｂ）マネジメントシステム等 

ポイント CL 区分 
◆営業所全職員が参加する運輸安全マネジメント会議を毎週開催し、都度、必

ず会議での資料を、眼と耳で従業員に認識させている。 
Ｂ１、Ｂ２

Ｂ３、Ａ１

◆独自の事故指数（1,000 台当たりの有責事故発生率）＝発生件数÷稼働台数

×1,000 を算出し、事故費についても支払保険料と事故支出（自車修理費、

免責負担額等）から総事故費、保有 1台あたりの事故費を算出し、営業所ご

との推移、営業所間の比較を行いながら営業所長による削減取り組みを確認

している。 

Ｂ３ 

◆管理者育成のため、運行管理者資格者証を取得させているほか、国土交通省

や NASVA 等が実施する研修会、カウンセリングに関する研修等に積極的に

参加させている。 

Ｂ５、Ｂ３

 

 
【マネジメントシステム】 

・グループ全体としての推進組織図を作成し、運輸安全マネジメントに取り組んでいる。 

・運輸安全マネジメントを推進するために、次のような会議体制を構築した。 

 

コ  ア  会  議                （毎月１回開催） 

 

運輸安全マネジメント実行委員会・・・ブロック代表（毎月１回開催） 

 

運輸安全マネジメント実行委員会・・・各ブロック （毎月１回開催） 

 

運輸安全マネジメント会議           （毎週１回開催） 
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組織的安全マネジメント ケーススタディ 国土交通省 国土交通政策研究所 

・マネジメントの実施にあたって、次のとおり重点施策を定めている。 

①輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規

程に定められた事項を遵守すること。 

②輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。 

③輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。 

④輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共

有すること。 

⑤輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実

施すること。 

・運輸安全マネジメントの実施により、毎年度、「グループ全体の年間事故防止計画」、「事

故防止目標」等を策定・公表している。 

・運輸安全マネジメントの実施・浸透により、死亡・重傷事故等の大きな事故は減少して

いる。しかしながら、事故件数の算定は損害額に関わらず１件としているため、事故件

数自体は減少していない（100 万円の物損も擦り傷も事故件数は１件としてカウントされ

る）。 

・各ブロックで開催される運輸安全マネジメント実行委員会、運輸安全マネジメント会議

に労使双方が参加することで、安全に対する意識向上に寄与している。 

【事故の情報】 
・各営業所ごとに有責事故防止目標を定め、運輸安全マネジメント実行委員会の中でＰＤ

ＣA のサイクルをまわしている。 
・事故の件数はもちろんのこと、グループ内営業所間比較のため、事故指数（1,000 台当た

りの有責事故発生率）＝発生件数÷稼働台数×1,000 を算出し、営業所ごとの推移、営業

所間の比較を行いながら営業所長による取り組みを確認している。 

・事故費についても同様に営業所ごとに把握している。支払保険料と事故による支出から

総事故費、営業所別に保有 1 台あたりの事故費を算出し、グループにて事故費削減にと

りくんでいる。 

 
【管理者の育成】 
・事故の防止には管理者の育成が必要であると認識している。そのため、候補者に対して、

運行管理者資格者証の取得、国土交通省や NASVA 等が実施する研修会、カウンセリング

方式に関する研修等へ積極的に参加させている。 

 
Ｃ）教育訓練制度 

ポイント CL 区分 
◆グループ会社全体で事故状況を把握するため本部で集約し、必要に応じて各

営業所に「事故報告」が配信される仕組みを構築している。 
Ｃ３、Ｂ２

Ｂ３ 
◆事故惹起運転者に対しては、「有責事故」再発防止シートに事故時の状況、

原因、要因、再発防止策を記入させ、後日、再発防止審議会で審議している。 
Ｃ３、Ｂ３

Ｃ５ 
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組織的安全マネジメント ケーススタディ 国土交通省 国土交通政策研究所 

 
【採用について】 

・乗務員の応募者の内、未経験者が圧倒的に多く９割程度を占めている。 

・他の事業用自動車であるトラックやバス経験者の応募も散見されるが、同業他社からの

転籍等と比較して採用率は高い。 

・応募者の年齢を見ると 50 歳代が多い。また、60 歳代の応募もあるが、年齢を考慮して採

用は行っていない。ただし、前歴に問題がなく、既に２種免許を取得している等の理由

があれば、60 歳代であっても採用を検討している。 

 

【新人教育について】 

・乗務員の採用に当たり、２種免許を取得していない者については、会社の費用負担（条

件あり）で取得させている。 

・２種免許の実技については、最短８日間をかけ、グループ会社の教習所で取得させてい

る（学科試験は最寄りの試験場で受験）。 

・２種免許取得後は、東京無線教育指導センターで５日間、東京タクシーセンターで３日

間の講習を受け、NASVA で運転適性診断を受診。 

・その後、社内研修で就業規則、労働条件、地理添乗指導等の研修を行い、２日間の同乗

指導を経て初乗務となる。 

・なお、乗務員の採用・教育ルールはグループ会社によって異なる。 

 
【事故の定義について】 
・交通事故の定義は、第一原因、第二原因、第三原因の３通りに区分している。 

第一原因・・・当方の過失 100％の交通事故 

第二原因・・・過失の大小に関わらず、当方に過失の生じる事故 

第三原因・・・当方に過失の生じない事故 

※第一原因及び第二原因の交通事故が有責事故となる 

※自過失度で分類しているため、単独自損事故は第一原因に区分される 

・社内においては、次の算出式で事故指数を求めている。 

  事故指数＝発生件数÷稼働台数×1,000     （1,000 台当たりの有責事故発生率） 

 

【事故分析、再発防止教育について】 
・緊急時の報告及び連絡網を整備し、事故惹起時に対する体制を整備している。 

・グループ会社全体で事故状況を把握するため、事故を惹起した際は本部にデータが集約

される。安全統括管理者が事故内容を確認し、必要に応じて各営業所に「事故報告」（所

定の書式に基づく）を配信している。配信された事故報告は点呼等で活用され、乗務員

の注意喚起に役立っている。 

・事故惹起運転者に対しては、「有責事故」再発防止シートに事故時の状況、原因、要因、

再発防止策を記入させている。 
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組織的安全マネジメント ケーススタディ 国土交通省 国土交通政策研究所 

・安全衛生委員会の中に再発防止審議会を設置し、事故惹起者に対して、①何故自分が事

故を起こしたのか、②惹起した事故をどの様に認識しているか、③どの様にすれば事故

を防止できたのか等について審議している。審議には、１事故当たり最低 15 分程度を要

している。 

・乗務員の年齢構成比をみると、60 歳代（最高年齢は 73 才）が全体の約 1/4 を占めている

が、当該年代の事故が多い訳ではない。 

・車両は担当制にしているため、ある乗務員が車両に擦り傷等を残せば、翌日の交代乗務

員により発見される。また、月１回、車両の総点検を行うことで細かな擦り傷等の発見

に努めている。 

 
Ｄ）現場管理 

ポイント CL 区分 
◆デジタコやドラレコの機器を導入して拘束時間を徹底することにより、乗務

員の定着率が向上している。 
Ｄ８、Ａ２

 
【拘束時間管理について】 

・輸送の安全に関する予算としてデジタコやドラレコの導入を計上し、また、実際に装着

して拘束時間管理の徹底を行っている。拘束時間の徹底により過労運転の防止が図られ、

乗務員の定着率が向上している（H20 年 86.3％から H21 年 93.0％に向上）。 

・東京無線協同組合の「タワーリーダー」制度の基準に該当する乗務員については、積極

的に資格を取得させている。東京無線協同組合が独自に実施する地理試験と特別講習を

修了した選抜乗務員がタワーリーダーとなれる。 

 
５．安全に関係する実績データ 

【事故発生率】 
交通事故件数は軽微な自損接触事故までを含む。過失割合ゼロの被害事故は含めない。 

年度 事故件数（件） 走行距離:約(km) 交通事故発生率(件/10 万 km) 

平成 18 年度 152 14,270,648 1.07

平成 19 年度 145 13,901,153 1.04

平成 20 年度 169 12,802,009 1.32

交通事故発生率=交通事故件数÷走行キロ×10 万 km 
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６．組織的安全マネジメント チェックリスト自己評価結果 

区分 項目 評価

Ａ 
トップのコミット 

メントと行動 

Ａ１ 行動見本（現場巡回） ウ 
Ａ２ 経費予算配分 ウ 
Ａ３ 賞罰制度 ア 

Ｂ 
マネジメント 

システム 

Ｂ１ 理念・行動指針 イ 
Ｂ２ マネジメントサイクル ウ 
Ｂ３ 情報管理のしくみ（安全の実績・情報） イ 
Ｂ４ 人員配置と異動 イ 
Ｂ５ 管理者育成 ウ 
Ｂ６ 協力業者管理（関連会社等） ウ 
Ｂ７ お客様の評価 ウ 

Ｃ 教育訓練制度 

Ｃ１ 採用・新人教育 ウ 
Ｃ２ 運転スキル、作業スキル訓練 イ 
Ｃ３ 事故分析、再発防止教育 ウ 
Ｃ４ ＫＹＴ、ヒヤリ・ハット イ 
Ｃ５ 小集団活動（班活動） イ 

Ｄ 現場管理 

Ｄ１ ルールの順守 イ 
Ｄ２ 日常点検・整備 ウ 
Ｄ３ 整理、整頓、洗車、清掃 イ 
Ｄ４ 現場巡回指導（街頭指導） ウ 
Ｄ５ 点呼・朝礼 ウ 
Ｄ６ 身だしなみ、服装 ウ 
Ｄ７ 挨拶、返事、報告 ウ 
Ｄ８ 時間管理、生活管理 イ 
Ｄ９ 協力意識 ウ 

※組織的安全マネジメントのチェックリスト（詳細）は、国土交通政策研究所のホームペ

ージから入手可能。検索エンジンで「国土交通政策研究所」と入力。“●研究会・アドバ

イザー会議等”のページにある“運輸企業のための組織的安全マネジメント手法に関す

る調査”「第 3 回アドバイザリー会議資料（平成２１年３月１７日）資料３」の郵送調査

票参照。 
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資料１ 
運輸安全マネジメントを 
推進するための 
グループ組織図 

資料２ 
年間事故防止計画 
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資料３ 
乗務員年間教育指導計画 
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資料４ 
緊急時の報告及び 

連絡体制図 

 

資料５ 
「有責事故」再発防止シート
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資料６ 
事故報告書 

写真１ 
点呼執行場所の 
掲示物一覧 
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写真２ 
安全運行の誓い 
（水曜日の例） 

写真３ 
安全運行の誓い 
（金曜日の例） 

写真４ 
過労運転防止のため 
「出庫－帰庫」時間を 
示す時計 


